


 

令和元年度夏季休業中における学習支援事業 

「寺子屋めむろ・中学生」実施要項 

             

 

１ 名称 

  寺子屋めむろ・中学生 

 

２ 目的 

  中学生を対象に「学習の場所の提供」、「基礎学力の定着」を目的に、長期休業中に指導者が常駐

する自習室を開設する。 

 

３ 対象 

①基礎的な学力を身につけたい中学生 

  ②自ら課題を持参し、集中して学習したい中学生 

 

４ 実施期間 

令和元年７月 29日（月）、30日(火)、31日（水）３日間 

   

５ 実施時間帯 

  午後１時 30分～午後３時 30分 

     

６ 実施会場 

  中央公民館２階 研修室 

 

７ 指導者 

  教育活動指導助手 

  中学校勤務の教育活動指導助手を中心に、各日１～２名程度の指導者の配置を予定。 

  ※申し込み人数によって調整。 

 

８ 指導方法 

  自習形態とし、分からない部分を、指導者に聞いてもらう形とする。 

  教材は、受講者が持参する。 

   

９ 周知方法 

  各中学校を通じて、中学生に周知。 

   

 

 

 


